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要旨 

日本では、東日本大震災を契機に、エネルギー関連制度をめぐる改革論議が進んでいる。

家庭向け電力供給サービスや省エネ機器の市場に新たな動きが見られ、家庭での節電の取

り組みも定着が期待されている。本研究では、震災及び原子力発電所事故後の日本におけ

る、エネルギー制度改革に対する市民の態度、エネルギー関連市場における消費者行動、

及び家庭での節電の新たな動向を把握するため、社会調査を実施した。調査設問は、以下

に示すような制度面での動きや取り組みに対する市民の態度に関するものが主であるが、

実際の行動に関するものも一部含まれる。 

(1) 新たな制度改革に対する市民の態度 

 再生可能エネルギー固定価格買取制度 

 家庭部門の電力自由化 

 国レベルの建物の省エネ基準義務化 

 地域自立分散型エネルギー整備 

 地域エネルギー政策立案に関する市民の討議と参画 

(2) 市場における市民の新たな行動 

 家庭部門電力自由化のもとでの再生可能エネルギー起源の電力購入 

 家庭でのエネルギー・マネジメントの習慣と時間帯別変動電力料金制度の利用 

 省エネ家電（エアコン、冷蔵庫）の買い替え 

 家庭用太陽光発電 

 集合住宅におけるエネルギー供給防災対応 

(3) 震災後の家庭での節電 

 自治体キャンペーンを活用した家庭での節電 

 家庭での節電に関する情報共有 

 職場での節電教育を活用した家庭での節電 

震災後の日本では、原子力発電の是非など、エネルギー問題に関する重要な政策課題が登

場し、これに対して市民がどう考え、行動するかが問われている。本社会調査では、これ

に関する市民の態度を把握するため、上記の設問の一部として、(a) 原子力利用に対する態

度、(b) 地域におけるエネルギー政策の立案と関連制度・インフラの整備、(c) 地域におけ

る防災とエネルギー供給の関係、及び (d) 市民によるエネルギー政策への積極的で責任あ

る参画、に関する設問も設けた。 
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調査は、選定した対象地域に在住するインターネット調査パネル登録者を対象に実施した

が、対象地域は設問項目によって異なる。 

上記 (1) 、 (2) の調査項目の対象地域は、東京電力管内の 2 政令市（川崎市、横浜市）、中

部電力管内の 1 政令市（名古屋市）、九州電力管内の 1 政令市（北九州市）である。これら

の地域では、2011 年及び 2012 年の夏及び冬に関して異なった節電目標が設定されているの

で、その違いが在住市民の態度・行動に違いをもたらす潜在的な可能性に配慮して、異な

った地域を対象とした。また、政令市以外の地域の一つとして、名古屋市と同じく中部電

力管内にある三重県南部（8 市 10 町）も対象とした。回答者総数は、各市・地域 1000 名総

計 5000 名（男女 20～60 代の個人）である。 

上記 (3) の調査項目の対象地域は、川崎市、横浜市である。 

調査の実施時期は、いずれも 2012 年 10 月である。 

調査結果によれば、市民一人ひとりが低炭素で持続可能な発展に向けた制度改革を支持し、

政策形成や討議に参加しつつ、市場においても環境意識の高い消費者として積極的な役割

を果たす可能性があることが示唆された。また、市民どうしが自発的につながり、あるい

は自治体や職場と連携して、家庭での節電を進めていることが確認された。 

今後の原子力発電については国民による多面的な対話と議論が必要であるが、地球温暖化

対策と同時に脱原発を進めていく場合には、これまで以上に省エネルギーの推進や再生可

能エネルギー導入の加速化が必要となる。これについて、制度・政策面でも、市場面でも、

一定の市民の関心と意欲が確認された。 

さらに、これまで国の専管事項であったエネルギー政策に地域レベルで取り組むことを支

持し、また自らその意思決定過程に関与したいと考える市民が一定割合存在することが示

された。 

同様に、防災とエネルギー・環境管理の体制を一体として整備、運営していくことへの市

民の関心も高く、地域で自ら災害への備えを進める意思を相当程度有することが示された。 
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1. 東日本大震災後のエネルギー制度改革・市場に対する市民の態度：原子力発

電、自立分散型エネルギー、防災、そして市民参画 

1.1. 震災後のエネルギーをめぐる市民の態度を理解するための 4 つの視点 

東日本大震災以後、日本では再生可能エネルギー固定価格買取制度が実施され、家庭部門

の電力小売自由化が活発に議論されているなど、新たなエネルギー制度改革の検討が進ん

でいる。同時に、家庭向けにおいても時間帯別変動電力料金制度が導入されたり、家庭用

太陽光発電の普及が活発化したりしているなど、家庭向け市場における変化も始まってい

る。また、家庭での節電は、職場における節電とともに相当程度浸透していると考えられ

る。今後のエネルギー環境政策を検討するうえで、これらの新たな動きに対する市民の態

度または行動を把握する必要がある。 

このため、以下の 4 つの観点から社会調査を行った。 

(1) 原子力利用に対する態度 

震災前の 2009 年度の日本では、最終エネルギー消費のうち約 23%を電力の形で利用してお

り、さらにその発電に用いられた一次エネルギー供給の約 30%を原子力発電で賄っていた1。

震災前の中長期的地球温暖化対策（鳩山内閣において閣議決定された地球温暖化基本法案2）

は、今後さらに原子力発電の利用を拡大することを前提として立案されていた（環境省中

央環境審議会地球環境部会地球温暖化対策に係る中長期ロードマップ検討会、2010）。しか

し、大規模な原子力発電所事故を経た現在、今後の電力供給をどのように行っていくのか

は、改めて多面的に議論しなおすべき課題となっている（たとえば、植田・梶山、2011）。

仮に、原子力発電の利用を減らしつつ、地球温暖化対策も維持・拡大するためには、エネ

ルギー消費の削減、省エネルギーの推進、再生可能エネルギーの大幅導入などを行ってい

く必要がある。そうした対応を加速化するには、消費者、納税者としての一般市民の理解

が不可欠であるが、そのような複雑な関係の理解3や追加的な負担の意思はどの程度であろ

うか。 

(2) 地域におけるエネルギー政策の立案と関連制度・インフラの整備 

震災前のエネルギー政策の立案と遂行は国によって主導され、地域や自治体が取り組むこ

                                                  
1 資源エネルギー庁（2011）データより著者計算。 
2 なお、安倍内閣で示された美しい星（クールアース）50 及び福田内閣で示されたクールアース推進構想

では、世界での低炭素化のために日本が革新的な技術開発でリードするという観点から原子力発電につい

て言及されているが、国内における温室効果ガス排出削減のための原子力発電の具体的な役割については

明示的に言及されてはいない（経済産業省、2008）。 
3 日本の一般市民のエネルギー問題全般に対する意識や態度の社会調査（全国レベル）は決して多くなく、

調査の概要と態度の変遷については、加藤（2012）に簡潔にまとめられている。 
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とは例外的なことであった。しかし、震災を経て、たとえば東京都が火力発電所の域内整

備のための資金メカニズムを立ち上げたり、神奈川県が太陽光発電の大幅拡大のための施

策を打ち出したり、山梨県が太陽光発電や小水力発電などの再生可能エネルギー推進のた

めに 2013 年度よりエネルギー局を新設予定としていたり、といったように、地域や自治体

においてもエネルギー政策に直接かかわる事例が増えている。国（環境省）も、地域の再

生可能エネルギー等を活用した自立分散型地域づくりモデル事業を進めている。地域ごと

の多様性を考慮してエネルギーの供給と消費を行い、また地域間のエネルギー輸送を効果

的に行う制度・インフラを整備することは、地方分権化の流れの中で、地域にとっても国

にとっても重要な政策課題である。市民はこうした動きについてどのように考えているで

あろうか。 

(3) 地域における防災とエネルギー供給との関係 

震災を経験したことにより、地震、津波、台風、洪水、噴火など、将来起こりうる自然災

害を評価し、それに備えようとする動きが活発化している4。また、自治体、企業、市民な

どが、災害時にも日常生活・業務を継続できるよう、防災時を想定したエネルギー管理を

考えることが一般的となった。エネルギーの適切な供給・利用・廃棄5の流れを維持するこ

とは、水や食料の場合と同様に、人間活動にとって不可欠である。したがって、事業継承

計画の策定と実施にあたっても重要な項目となる。特に、大規模災害時等に対処するため、

エネルギー面での事前対策の必要性に注目が集まっている。防災とエネルギー供給とを一

体のものとして捉え、対応を進める考え方は、市民の間にどの程度広がっているであろう

か。 

(4) 市民によるエネルギー政策への積極的で責任ある参画 

震災後、市民による自発的で集合的な助け合いの行動がたいへん活発になった。緊急援助、

復興支援など、ボランティア活動、寄付、復興事業への投資などが市民主導で行われてい

るほか、節電や再生エネルギー普及のための消費行動や市民どうしの協力も隆盛している。

そして、国・自治体による政策立案・実行への市民の参画も進んでいる。これは、市民か

ら見た場合、(1) 他の市民とつながって集合的なアクションを起こす、(2) 市場を通じて責

                                                  
4 一例として、内閣府「南海トラフの巨大地震に関する津波高、浸水域、被害想定の公表について」
http://www.bousai.go.jp/nankaitrough_info.html 
5 エネルギーの場合、熱（人間活動に役立つ仕事（動力源）として利用できないエネルギーのやりとりの

形態）として人間活動の範囲外に廃棄される。ただし、「廃棄」は、なくせるものでも、ない方が（あるい

は少ない方が）よい、という単純な話ではないことに留意が必要である。経験的に、(1) 熱を廃棄せずに、

存在するエネルギーを 100％動力源に転換することができないこと、及び (2) 着目する物理学的な対象範

囲の外側にある、高温環境と低温環境とのそれぞれの絶対温度の比で定まる一定の比率以上に、存在する

エネルギーを動力源に転換できないこと、が知られている。つまり、地球や生命現象にとって、着目する

範囲外の高温熱源の存在や低温熱源の存在が、基本的な制約である同時に、存在を支える恵みとなってい

る（たとえば、田崎（2000）参照）。これを無視して、制度・政策、ビジネス、くらし・なりわいを議論す

ることは意味がない。 
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任ある消費行動を取る、そして (3) 「責任ある市民」として行政と積極的に協働する、と

いう選択肢に対応する（図 1 参照）6。こうした積極的で責任ある市民の参画は、エネルギ

ーの分野で今後どのように展開するであろうか。 

 

図 1 市民による積極的で責任ある参画の類型 

第一の参画形態は、市民どうしの自発的なつながりによる集合的なアクションへの参加で

ある。行政や市場といった制度を経ずとも、市民は市民どうしで協働のネットワークを形

成し、自主的自発的に低炭素で持続可能な社会に向けた取り組みを広げていくこともでき

る。震災後、復興支援の分野では多くの自発的ネットワークの活躍が見られる7が、エネル

ギー利用の分野でそうした可能性はどの程度あるのだろうか。 

第二の参画形態は、エネルギー関連財・サービス市場における責任ある消費行動である。

市民は消費者として原子力発電利用低減、低炭素型発展、そして防災に資する省エネルギ

ー、再生エネルギー、発電・蓄電に関連する機器・サービス・契約形態を利用することで、

持続可能な発展に資するエネルギー市場の拡大をリードすることができるかもしれない。

市民が責任ある消費者として市場を形成できる可能性はどの程度あるだろうか。 

さらに、第三の参画形態として、市民は、国や自治体といった行政の政策立案・実施・評

価の過程に関与したり、個別の事業に参加・協働したりすることで、エネルギー政策に関

して政治・行政の側面から役割を果たすことができる。実際、震災後に政府が設置したエ

                                                  
6 大まかに、防災分野で使われる、自助（市場）・共助（市民どうしのつながり）・公助（行政）という区

分と類似する（たとえば加藤（2011））。また、福祉分野で用いられる官（行政）／民（市場）／協（市民

どうしのつながり）／私（家族）、ないし国家（行政）／市場／コミュニティ（家族）／アソシエーション

（市民どうしのつながり）といった担い手モデルにおける官・民・協/私、国家・市場・コミュニティ/アソ

シエーションに対応する（上野（2011）、pp. 220-226 参照）。なお、本文中で言及した形態以外に、デモ企

画・参加、投票行動、政党活動、職業政治家としての関与といった政治・行政的手段や、マスメディアへ

の投稿、ソーシャルメディアによる提言、書籍等の出版、金融機関や大企業・中小企業への NPO などを通

じた提言・働きかけ、市場と自発的つながりを融合したソーシャル/コミュニティ・ビジネスの利用、市民

どうしの自発的勉強会・イベント・上映会・談話会といった経済・社会的手段も参画方法として考えられ

るが、本調査では取り上げていない。特に、企業や金融機関に対する有効なガバナンス制度は、現代にお

ける企業と金融機関の影響力を考えた場合、重要な課題であり、行政を通じた規制など、市民の直接参画

以外の論点も含めて、調査研究及び対話討議を要する。 
7 たとえば、コンピューターテクノロジー編集部（2011）、西條（2012）参照。 



8 
 

ネルギー・環境会議における、短期間でのパブリック・コメント（88,454 件提出（インタ

ーネット 58,986 件、ファクシミリ 19,684 件、郵送 9,784 件8）、タウンミーティング（計 11

回開催、計 1,297 人来場9）、および無作為抽出型国民討議（「エネルギー・環境に関する選

択肢」に関する「討論型世論調査」、討論フォーラム参加者 285 名10）の実施は、可能な範

囲で、政府が、幅広い層の主権者による学習、対話、討議を積極的に推進したことを示す。

同時に、市民自身による自発的な対話、学習、討議の試みも行われている（みんなのエネ

ルギー・環境会議11）。こうした現状を受けて、これまで国レベルの専門家による議論によ

って決定、実施されてきたエネルギー政策に、市民は今後どのようにかかわりうるのであ

ろうか。 

1.2. 調査項目と本報告書の構成 

以上を踏まえて、以下のような項目について調査票を作成し、市民の態度または行動を尋

ねた。 

(1) 新たな制度改革に対する市民の態度：第 4 節 

 再生可能エネルギー固定価格買取制度 

 家庭部門の電力自由化 

 国レベルの建物の省エネ基準義務化 

 地域自立分散型エネルギー整備 

 地域エネルギー政策立案に関する市民の討議と参画 

(2) 市場における市民の新たな行動：第 5 節 

 家庭部門電力自由化のもとでの再生可能エネルギー起源の電力購入 

 家庭でのエネルギー・マネジメントの習慣と時間帯別変動電力料金制度の利用 

 省エネ家電（エアコン、冷蔵庫）の買い替え 

 家庭用太陽光発電 

 集合住宅におけるエネルギー供給防災対応 

(3) 震災後の家庭での節電：第 6 節 

 自治体キャンペーンを活用した家庭での節電 

 家庭での節電に関する情報共有 

 職場での節電教育を活用した家庭での節電 

                                                  
8 http://www.npu.go.jp/policy/policy09/archive11.html 
9 http://www.npu.go.jp/kokumingiron/index.html 
10 http://www.npu.go.jp/kokumingiron/dp/120827_02.pdf 
11 http://www.meec.jp/ 
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なお、以上の調査結果の提示に先立ち、第 2 節では社会調査の概要を示し、第 3 節ではエ

ネルギー・環境問題への回答者の態度分布を示している。 

2. 調査の概要 

第 1 節に示した疑問に答えるため、本研究では以下のようなインターネット・パネル登録

者を対象とした 2 件の社会調査を実施した。1 件目は「今後の地域エネルギー利用に関する

調査」である。対象地域は、2011 年夏から節電要請が行われた東京電力管内の 2 政令市（川

崎市、横浜市）、並びに 2012 年夏から節電要請が行われた地域の 2 政令市（名古屋市、北

九州市）及び 1 地方（三重県南部 8 市 10 町12）の計 5 都市・地域、対象者は、各地域に在

住の 1000 名男女 20～60 代総計 5000 名のパネル登録者である。なお、偏りを低減するため、

母集団の性別年代分布に比例させる割り付けを行っていない13。実施時期は 2012 年 10 月下

旬である。2 件目は「震災後の市民による節電に関する調査」である。対象地域は、2011

年夏の節電に関する類似調査14が存在する神奈川県の 2 政令市（川崎市、横浜市）、対象者

は、各市に在住の 1000 名男女 20～60 代総計 2000 名のパネル登録者である。1 件目と同様

に、母集団の性別年代分布に比例させる割り付けを行っていない。実施時期も同様に 2012

年 10 月中旬である。2 件の調査ともに、全設問について有効回答を得ている。 

なお、インターネット調査によって得られた結果を解釈するうえでは、以下のような留意

点がある： 

 無作為抽出による社会調査と異なり、有意抽出となるインターネット調査では、まず

インターネットを利用しない個人は最初から対象とならないために回答者に偏りがあ

る。また、インターネット利用者の間においても、調査会社のパネルに登録している

個人のみを対象としているという偏りがある 

 無作為抽出による社会調査にも共通するが、調査会社より依頼された今回の特定の調

査に対して回答するかどうかは回答者の自発的判断であるため、回答に応じた登録回

答者が、回答に応じなかった登録回答者と比べて偏っている可能性がある 

 こうした偏りにより調査回答者が母集団を代表しないため、単純な回答者中の態度・

意見分布は、母集団における態度・意見分布と同じとは言えない。なお、(1) どういっ

た個人・世帯にどういった態度・意見が多いか、 (2) どういった経験を得た個人にど

                                                  
12 三重県によって設定されている 9 つの「生活創造圏」のうち、名古屋市から離れている以下の 5 つの生

活圏を構成する 18 の市町である：松阪・紀勢生活創造圏（松阪市、多気町、明和町、大台町）、伊勢志摩

生活創造圏（伊勢市、鳥羽市、志摩市、玉城町、度会町、南伊勢町、大紀町）、伊賀生活創造圏（伊賀市、

名張市）、尾鷲生活創造圏（尾鷲市、紀北町）、熊野生活創造圏（熊野市、御浜町、紀宝町）。以下のサイト

を参照：http://www.pref.mie.lg.jp/LINK/link1.htm 
13 星野（2009）pp. 179-180 参照。 
14 Nakamura（2013）参照。 
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ういった行動が多いか、といった相関関係や因果関係の分析結果については、こうし

た偏りの影響はない 

1 件目の「今後の地域エネルギー利用に関する調査」における回答者の性別年代分布と母集

団における分布（都市・地域別）は表 1 のようになっている15。また、2 件目の「震災後の

市民による節電に関する調査」における回答者の性別年代分布と母集団における分布（都

市別）は表 2 のようになっている。いずれの調査でも、各都市・地域において、標本（回

答者）における男性の比率が母集団における比率よりも大きい。また、標本における 40 代

の比率が母集団における比率よりも大きく、20 代及び 60 代の比率が母集団における比率よ

りも小さい。各都市・地域において、統計的に標本と母集団とでは分布が異なっている16。

標本のおける分布の特徴（性別に関して男性が、年代に関して 40 代が多い）が都市・地域

によらない点は興味深い。 

 

表 1 「今後の地域エネルギー利用に関する調査」における 

性別年代別回答者数（都市・地域別） 

 
 

                                                  
15 母集団についての性別年代別人口の推計時点は、川崎市が 2012 年 10 月 1 日、横浜市が 2012 年 1 月 1
日、名古屋市が 2012 年 10 月 1 日、三重県南部市町が 2011 年 10 月 1 日、北九州市が 2012 年 9 月 30 日現

在である。 
16 カイ二乗適合度検定を実施すると、性別分布、年代分布いずれについても、各都市について、標本の分

布は母集団の分布と比して異なっている（判定は 5%有意水準）。 
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表 2 「震災後の市民による節電に関する調査」における 

性別年代別回答者数（都市別） 

 

3. エネルギー・環境問題に対する態度 

地球温暖化への関心、今後の原子力発電利用の仕方、地球温暖化対策と原子力発電利用低

減との関係、およびそのための費用負担意思に関する回答者の態度を図 2 に示す。地球温

暖化対策と同時に脱原発を行っていく場合にこれまで以上に加速化が求められる省エネル

ギーの推進や再生可能エネルギー導入については、一定の市民の関心と意欲が確認された。 

 

(1) 地球温暖化への関心 

 
 

(2) 原子力発電の利用に対する考え方 
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(3) 「原子力発電の利用を減らすために、化石燃料（石炭、天然ガス、石油）による発電を

増加させ、地球温暖化の原因となる CO2 排出削減の取り組みが遅れてもやむを得ない」

という意見に対する態度 

 
 

(4) 「原子力発電の利用を減らした場合、化石燃料（石炭、天然ガス、石油）による発電が

増加し、地球温暖化の原因となる CO2 の排出量が増える可能性があります。原子力発

電を減らすとともに、化石燃料による発電も減らすためには、再生可能エネルギーの利

用を大幅に拡大するなどの対策が必要であり、わたしたち一人ひとりの費用負担が増え

ると考えられます。一月あたりのご家庭での電気料金の増加額として、受け入れ可能な

上限金額は次のどれに近いですか」 

 
図 2 エネルギー・環境問題への態度17 

 

4. エネルギー制度改革に対する市民の態度 

市民が国や自治体の低炭素で持続可能な発展に関する政策をどの程度認知しているか、ま

た現時点でどのような賛否の態度を有しているかを調べた。同時に、地域レベルで今後の

エネルギー利用の方策を考えるうえで、パブリック・コメント、市民委員、及び無作為抽

出型討議への参加という政策立案への市民参加に対する現時点での態度とその理由も示し、

震災後、市民が地域においてどのように行政と協働して低炭素で持続可能な発展に参画し

うるか、またそのような参画を求めているかについて明らかにした。 

4.1. 再生可能エネルギー固定価格買取制度 

調査では、添付資料 3 に示すような、個人による負担も含めた、再生可能エネルギー固定

価格買取制度の内容を提示した。そのうえで、内容まで知っていたと回答した回答者は約 2

                                                  
17 図において、右に示されている凡例の上から下の選択肢が、棒グラフの左から右に配置される各区分に

対応している。 
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割（19.9%）であった。必ずしも高い認知とは言えない。また、制度に対する支持・不支持

について 5 段階尺度で尋ねると、どちらとも言えないとする回答者が 5 割近かった（47.4%。

全体の分布については図 3 参照）。男性、高い地球温暖化関心、原子力発電を減らしかつ温

暖化対策を進めるための高い費用負担意思額、安い電力の時代は終わったという考え、原

子力発電所事故後の高い節電義務感、といった属性を有する回答者において支持率が高か

った18。逆に言えば、これらの属性を有しない回答者において、買取制度を支持しない傾向

が見られた。 

 

図 3 再生可能エネルギー固定価格買取制度への賛否19 

政策が持続的かつ社会的に適切であるためには、主権者及び費用負担者の十分な理解を得

る必要があることから、制度の目的及び自己負担の実態について、国・自治体は、学校、

職場、インターネット、テレビ、新聞など、あらゆるチャネルを使って、さらなる情報提

供・情報開示を行う必要があるのではないか。 

4.2. 家庭部門の電力小売自由化 

家庭部門における電力小売自由化（いわゆる電力完全自由化。2012（平成 24）年 9 月に政

府が策定した革新的エネルギー・環境戦略の中で言及している電力小売全面自由化の方針）

について、約 4 割（41.2%）の回答者が知っており、過半数（61.6%）の回答者が支持して

いた（図 4 参照）。 

 

図 4 家庭部門の電力小売自由化に対する賛否20 

                                                  
18 支持・不支持に関する 5 段階尺度変数を被説明変数、各種の個人属性変数を説明変数とする順序ロジッ

ト回帰分析を行って 5%有意水準で係数の統計的有意性を判定した。 
19 図の左側に「反対」、右側に「賛成」が配置されている。 
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有意抽出の調査であるため、母集団における態度分布は不明であるが、家庭部門における

自由化を基本的方向性としつつ、ありうる問題点とそれらへの対処法、制度の詳細とその

工程について、国（及び自治体）は、わかりやすい情報開示を行う必要があるのではない

か。このためには、無作為抽出の討議型社会調査が有効と考えられる。 

4.3. 建物の省エネ基準義務化に関する政府の方針 

調査画面において、政府が、エネルギー使用量を抑制するため、住宅やビルなど全ての新

築建物に対し、2020（平成 32）年度までに断熱性の高さなどの省エネ基準を満たすよう義

務付ける方針を決定したことを示し、そのうえでその方針を支持するかどうかを 5 段階尺

度で尋ねた。その結果、約 4 割の回答者が支持、またはどちらかと言えば支持と回答し、

約 3 割がどちらとも言えないと回答した（図 5 参照）。住宅所有者や利用者の負担増への懸

念が、一般的によいとされる省エネの推進施策であっても、どちらとも言えないという回

答に結びついているのかもしれない。 

 

図 5 建物省エネ基準義務化に対する賛否21 

いったん整備されると長期間使うことになる地域インフラの一つである建物の省エネに関

しては、省エネ基準義務化のメリット、デメリットについて、事業者、利用者、一般市民

に対してさらなる情報開示を行う必要があるのではないか。一方で、自治体レベルでの建

物省エネに関する規制、ラベリングなどの新たな政策について自治体が議論を開始する素

地はあるのではないか。このためには、無作為抽出の討議型社会調査が有効と考えられる。 

4.4. 地域自立分散型エネルギー整備の方針 

調査において、「今後、災害に強く、より環境負荷の小さな地域づくりを進めるために、在

住の地域で、大規模なインフラ網を通じたエネルギー供給への依存を減らした、自立分散

型エネルギー利用の仕組みづくりを進めるべきか」について、5 段階尺度で尋ねた。その結

果、過半数（59.5%）の回答者が支持的であった（そう思う、またはどちらかと言えばそう

                                                                                                                                                  
20 図の左側に「自由化すべきでない」、右側に「自由化すべきである」が配置されている。 
21 図の左側に「義務化すべきでない」、右側に「義務化すべきである」が配置されている。 
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思う、と回答。図 6 参照）。 

 

図 6 自立分散型エネルギー整備に対する賛否22 

国だけでなく、自治体が、エネルギー整備に一定の責任を有する方向性について、市民の

支持は得られつつあるのではないか。市民へのさらなる情報提供・態度形成支援、そして

市民との対話・市民の態度把握のためには、無作為抽出の討議型社会調査が有効と考えら

れる。 

4.5. 地域エネルギー政策立案に関する市民の討議と参画 

調査では、まず、地域での電気と熱の利用を統合したり、熱供給を地域単位で行ったりす

ることで、より無駄なくエネルギーが利用できるとともに、災害等非常時の生活機能を継

続しやすくなること、そのためには新たな民間投資や公共投資も必要になることを説明し

た。そのうえで、その自治体政策に関するパブリック・コメント、公募型市民委員、及び

無作為抽出型市民討議という参加の手段について、それぞれ提出、応募、参加するかどう

かについて、3 段階尺度でその意向を尋ねた。同時に、それぞれの選択の理由を自由回答方

式で尋ねた。 

その結果、提出/応募/参加したい、またはもしかすると提出/応募/参加するかもしれない、

と答えた回答者が、それぞれおよそ 6 割、3 割、及び 4 割を占めた（順に 60.1%、29.4%、

及び 40.8%。図 7 参照）。したがって、今後の地域エネルギー利用のあり方について発言や

討議を求める市民が一定程度いると考えられる。 

                                                  
22 図の左側に「そうは思わない」、図の右側に「そう思う」が配置されている。 
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(1) 「パブリック・コメントの提出」 

 

 

(2) 「市民委員への応募」 

 

 

(3) 「無作為抽出型市民討議への参加」 

 

図 7 地域エネルギー利用に関する市民参加への態度23 

また、提出/応募/参加したい理由としては、「意見が言いたい、（反論も含めて）提示したい

意見がある」という理由が、それぞれ 4 割前後（パブリック・コメント、公募型市民委員、

及び無作為抽出型市民討議の順に 41.4%、37.4%及び 45.3％）を占め、最多であった。一方

で応募/参加したくない理由は、公募型市民委員及び無作為抽出型市民討議については、「時

間がない、忙しい、面倒」が約 5 割（順に 51.8% 、46.3%）で最多であったが、パブリック・

コメントの場合は、「内容が分からない、知識がない、意見がない」が 3 割強（34.9%）と

最多で、忙しさを理由とした回答者は 2 割強（26.4%）と二番目の頻度であった。パブリッ

ク・コメントの相対的な敷居の低さ、参加の容易さが見て取れる。 

                                                  
23 図の左側に「おそらく提出（応募、参加）しない」が配置されている。 
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有意抽出であるため、母集団における態度分布は不明であるが、比較的新しい、市民によ

る政策検討段階での参加であるパブリック・コメント提出、無作為抽出型市民討議参加に

ついて、さらに可能性を追求できるのではないか。さまざまな IT メディア、ソーシャルメ

ディア、対面対話の機会を使うことで、より広範囲の市民による容易な参加が可能ではな

いか。とりわけ、無作為抽出型市民討議については、一部の強い意見（賛成、反対双方）

のある市民だけでなく、主権者として知識を得たうえで態度を形成していく過程を含み、

そこから行政も市民の真のニーズを把握していくことができることから、政策の実施範囲

（国、都道府県、市町村）と参加可能な市民の範囲を合わせることで、より説得的な政策

の形成と実施が可能になるのではないか24。 

5. 市場における市民の新たな行動 

本節では、市民が消費者としてエネルギー市場で取りうる新たな行動の可能性を検討する。

具体的には、家庭部門電力自由化が行われた場合の再生可能エネルギー起源の電力購入意

向、家庭でのエネルギー・マネジメントに関する習慣の定着度とスマートメーターを活用

した時間帯別変動電力料金制度の利用意向、省エネ家電（エアコン、冷蔵庫）の購入意向、

現在の固定価格買取制度のもとでの持家戸建世帯における家庭用太陽光発電の導入以降、

及び持家集合住宅世帯における防災用電源整備に対する支払い意思である。 

5.1. 家庭部門電力自由化のもとでの再生可能エネルギー起源電力の購入 

調査では、世帯主およびその配偶者のみを対象として、さまざまな従来型電源及び再生可

能エネルギー電源の特徴と課題を示し（添付資料 1 参照）、「仮に、家庭ごとに電力配給会

社を通じて電気を購入して利用する際に、従来型電源（石炭、天然ガス、石油、原子力、

大型水力）と、再生可能エネルギー電源（太陽光、風力、中小規模水力、地熱、バイオマ

ス）の 2 種類の電源を組み合わせた選択が可能であるとします」として、仮に、再生可能

エネルギー電源の従量単価（利用量 1kWh あたりの料金）は、従来型電源の従量単価と比べ

て、5%（または 15%）高いとして、自宅での電気使用に関して、再生可能エネルギー電源

の割合をどのようにするか、10%刻みで 0%から 100%までの 11 の選択肢から選んでもらっ

た。再生エネルギー電源の従量単価の従来型電源のそれとの価格差が 5%か 15%かについて

は、異なる調査画面を無作為に回答者に割り当てた。 

すると、上述の電力完全自由化の家庭のもとで、価格が従来型電源からの電力と比べて 5

（または 15）%高くても、家庭で購入して消費する電力のうち、平均で 50（または 40）%

を再生可能エネルギー電源にする意向が見られた。また分布に関しては、まず 50%を再生

                                                  
24 無作為抽出型討議とタウンミーティング（主催者が行政のみならず市民の場合も含む）との違い、及び

政策の実施範囲と討議する市民の属性の範囲との一致の重要性について、曽根泰教先生よりご教示いただ

いた。記して感謝します。 
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エネルギー起源とする選択が最も多く（いずれの価格の時も 3 割強）、次いで価格差が 5%

の時は再生エネルギー100%（2 割弱）、価格差が 15%の時は再生エネルギー0%（およそ 1

割強）、そして 3 番目が価格差 5%時に再生エネルギー0%（およそ 1 割強）、価格差 15%時

に再生エネルギー100％（およそ 1 割強）の選択肢がそれぞれ選択された（図 8 参照）。バ

ランスのとれた配分が好まれ、次いですべてを再生可能エネルギー電源か従来型電源かの

どちらかで賄う配分が好まれていた。 

   

図 8 電力小売り自由化のもとでの再生可能エネルギー電源割合の選択：回答結果 

仮想的な設問への回答と実際の支払い行動との間には差があり、一般に仮想的な設問への

回答は実際に支払いよりも過大であるが、再生可能エネルギー電源の電力市場は、家庭部

門においても一定程度見込めるのではないだろうか。したがって、電力完全自由化により、

家庭部門を活用した再生可能エネルギー拡大を進めていく可能性は一定程度あるのではな

いかと考えられる。今後、実支払行動も含め、さらなる調査研究が必要である。 

5.2. 家庭でのエネルギー・マネジメントの実施と時間帯別変動電力料金制度の利用 

調査によれば、多くの世帯において、現在、家庭におけるエネルギー・マネジメント（電

力使用量のモニタリング、機器の消費電力把握、待機電力削減）のうち電力使用量のモニ

タリングとこまめな待機電力削減の習慣は身についていることが示唆される（図 9 参照）。 
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図 9 設問「あなたのご家庭では、以下のような行動を行っていますか」に対する回答 

また、現時点でこれらの習慣を持たない市民も、電力料金の上昇（10%）によってその半分

程度はこれらを実施する可能性があることも示された（図 10 参照）。 

 

図 10 設問「仮に、今後、化石燃料（石炭、天然ガス、石油）の価格上昇により、電気料

金（従量部分の単価）が 10％値上がりした場合に、下記の行動を行いますか」に対する回

答 

電力料金上昇を新たなエネルギー・マネジメントの「習慣」を拡大する機会ととらえ、企

業、国・自治体、省エネ団体は、そのために役に立つ情報を生み出し、提供できる素地が

生まれているのではないか。 

また、調査によれば、計測付き時間帯別変動電力料金制度（スマートメーター付きダイナ

ミックプライシング）への関心は高く、そのような制度が利用可能になれば、回答者（世

帯主及びその配偶者に限る）の約 6 割（61.6%）がサービス利用を検討すると回答している。 

上記の新たなエネルギー・マネジメントの習慣化の可能性に関する結果と合わせると、こ

のような新しい IT を活用した市場の形成と拡大は十分可能ではないか。実際のサービス展

開と連携した今後の調査研究が望まれる。 

5.3. 省エネ家電（エアコン、冷蔵庫）の買い替え 

世帯主およびその配偶者のみを対象とした調査結果によれば、省エネ家電の買い替えを喚

起するうえで、省エネ型でないと利用者が判断する機器を現在利用している個人の 4 割以

上（エアコンの場合 44.4%、冷蔵庫の場合 45.8%）は 10%の電力料金の上昇で省エネ型家電

への買い替えを検討する可能性がある。さらに、料金が上昇しても買い替えを検討しない

個人も、家電製品価格の 50%に相当する自治体補助金があれば、半数以上（エアコンの場

合 51.4%、冷蔵庫の場合 57.1%）が買い替えを検討する可能性があることを示している。 
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さらなる調査研究を要するものの、電力料金上昇を契機とした市場拡大の可能性があり、

自治体補助金の効果もあるのではないかと考えられる25。 

5.4. 家庭用太陽光発電 

調査では、世帯主及びその配偶者のみ、かつ戸建・持家の回答者に限定して、家庭用太陽

光発電の導入状況と今後の導入意向について尋ねた。その際添付資料 2 のような、家庭で

の太陽光発電導入に対する費用回収モデル・補助金について説明を行った。その結果、固

定価格買取制度、及び国・自治体の補助金がある条件のもとで、今後（化石燃料の高騰に

より）電力料金が 10%上昇すると、現在未設置の世帯（戸建・持家）のうち、高い地球温

暖化関心、事故後の高い節電義務感、自治会活動参加実績あり、といった属性を有する回

答者を中心として26、およそ 6 割（59.0%）が新たに導入を検討する可能性があることが示

された。 

さらなる調査が必要であるが、家庭向け電力料金の上昇を一つの契機として温暖化関心層

は家庭での太陽光発電導入を先導する可能性があるのではないか。市場に対して適切なシ

グナルを発信するうえでも、国・自治体は温暖化対策と一貫性のあるエネルギー政策を提

示する必要がある。 

5.5. 集合住宅におけるエネルギー供給防災対応 

調査によれば、エレベーター付き自己所有集合住宅に住む回答者において、災害時にエレ

ベーターや給水を維持するエネルギー施設（自家発電・熱電供給施設、畜電施設等）を整

備することに対する支払い意思額は保守的な見積もりで 14,769 円であった（表 3 参照）27。 

表 3 集合住宅におけるエネルギー防災対応への支払い意思額 

 

                                                  
25 ただし、補助金の実施にあたっては、政策実施に必要な費用と得られる社会的便益に関する事前及び事

後の評価が必要である。日本では現在行政評価法により政策評価が義務付けられているが、行政改革法総

務省令によって税、補助金等については政策評価の対象外となっている。しかしながら、事前及び事後の

評価は、補助金がもたらす社会全体及び各方面へのプラス、マイナスの帰結を知る上で、重要である。有

村・岩田（2011）を参照のこと。 
26 導入・検討意向に関する 3 段階尺度変数を被説明変数、各種の個人属性変数を説明変数とする順序ロジ

ット回帰分析を行って 5%有意水準で係数の統計的有意性を判定した。 
27 二段階二肢選択式の支払額に関する選択肢提示を行い、ターンブル法により支払い意思額の推定を行っ

た。評価方法については栗山（1998）、肥田野（1999）を参照のこと。 
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また、分析によれば、高い年代、高い世帯収入、高い地球温暖化関心、原子力発電を減ら

しかつ温暖化対策を進めるための高い費用負担意思額、原子力事故後の高い節電義務感の

ある回答者が、経済的負担にも積極的であることが示された28。 

防災観点を有する低炭素志向のエネルギー・マネジメント・サービスないし施設・機器の

市場は拡大しうるのではないか。実サービスの展開と連携したさらなる調査が望まれる。 

6. 震災後の家庭での節電 

本節では、地域における震災後の低炭素で持続可能な発展にかかわる事例として、家庭部

門での節電を取り上げ、具体的にどのような行動が行われたのか、また市民どうしのつな

がり、自治体キャンペーンと市民の行動との関係、そして職場教育と市民の行動との関係

がどのようなものであったかを示す。 

6.1. 市民どうしのつながりによる対応 

本研究に先立って実施された、2011 年夏の神奈川県での家庭部門の節電への取り組みに関

するインターネット・パネルによる社会調査（2012 年 1 月実施）によれば、家庭での効果

的なエネルギー利用を広めるために、神奈川県下の一部の市民は、自ら積極的に節電に取

り組みつつ節電情報を周囲の人々と共有して、節電を広めようとしていた（Nakamura, 2013）。

具体的には、学齢児童を持ち、学校、他の親、隣近所、および自分の親や親族とのつなが

りに積極的に関わっている女性たち及びさまざまなオンラインネットワーク手段を使用し

ており、対面のつながりにも関わっている人たちが、より多くの節電に取り組みつつ、周

囲に情報発信していた。さらに、自治会、余暇活動、子育てに関する社会的活動に参加し

ている市民ほど、より多くの節電を実施していることも確認された。このように、市民ど

うしのつながりが震災後の節電において威力を発揮したことが示されるとともに、いわゆ

る社会関係資本という社会的なつながりが平素からある市民ほど、節電に積極的であった

ことも確認されている。 

本研究では、横浜、川崎市において、2011 年に引き続き 2012 年夏も、職場やインターネッ

トなどさまざまな社会的なつながりを通じて節電情報は広く拡散・共有されたかどうかを

調べた。その結果、同様の行動が認められた。同時に、本研究では、すべての節電でなく、

電力消費量が減少する有効な節電29に限って、その実施数と社会的なつながりとの関係を調

べたが、確かに積極的に情報発信を行っている市民が、より多くの有効な節電を行ってい

たことが確かめられた。 

                                                  
28 最低支払意思額対数値（額が 0 円の場合は 1×10-14円とみなす）を被説明変数、各種の個人属性変数を説

明変数とする最小二乗法による回帰分析を行い、5%有意水準で係数の統計的有意性を判定した。 
29 西尾、大藤（2012）における、家庭電力消費量の実測値と節電行動実施回答を用いた回帰分析推計値に

基づく。 
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有効な節電を行い、かつ情報共有に積極的な市民のネットワークは定着を見せており、今

後も有用な節電情報流通チャネルになると思われる。 

6.2. 自治体キャンペーンと家庭での節電 

横浜市及び川崎市は、2012 年夏に、市民を対象にして添付資料 4 のような節電キャンペー

ンを実施した。分析によると、自治体による節電キャンペーンは、有効な節電とその定着

につながった可能性がある。具体的には、自治体キャンペーンの認知度が高いほど、(1) 有

効節電行動数が増える、(2) エアコン使用のピーク時間・曜日回避が増える、(3) 家電製品

使用のピーク時間・曜日回避が増える、及び (4) 節電の定着度が高い、という統計的に有

意な相関関係が確認された30。ここで、節電の定着度は、以下の 3 つの設問に対する賛否の

5 段階尺度変数の平均値で測定した：「電力不足が解消しても今夏と同じくらいの節電を続

けられる」、「現在でも今夏と同じくらいの節電を続けている」、「節電が習慣になった」 

横浜、川崎両市のキャンペーンは今後も継続させるとともに、どのチャネルが特に有効だ

ったかの検証がさらなる政策改善につながると考えられる。 

6.3. 職場での節電教育と家庭での節電 

調査によれば、職場における家庭向け節電教育は、一部企業で実施されており、家庭での

有効な節電につながった。具体的には、週に 3 日以上、報酬を得て働いている回答者を対

象にしたとき、職場において家庭向け節電教育が行われていた場合、そうでない場合と比

べて、(1) 有効な節電行動数、(2) エアコン利用ピークシフト、及び (3) 家電利用ピークシ

フトについて、統計的に有意な因果関係のある増加が認められた31。これは、職場で提供さ

れた家庭向け節電情報を活用した回答者も活用しなかった回答者も双方がいることを前提

にしたうえでなお、職場でそうした情報提供がなかった群に比べて、平均的に家庭での節

電行動が異なったことを示すものである。ただし節電行動の定着については効果が確認で

きなかった。 

職場における家庭向け節電教育について、国・自治体、省エネ団体が支援を拡大するのが

適当ではないか。 

6.4. 地球温暖化及び原子力発電への態度並びに行動規範と節電 

調査によれば、温暖化関心、震災後の節電義務感が高い回答者ほど、有効な節電行動をよ

                                                  
30 4 つの被説明変数それぞれに対して個人属性及び自治体キャンペーン認知度尺度変数を説明変数とする

多変量回帰分析（最小二乗法または二項ロジット）を行い、5%有意水準で係数の統計的有意性を判定した。 
31 層別傾向スコアマッチング分析による。処置変数＝職場での節電教育の有無ダミー変数。成果変数＝有

効節電行動数（最小 0、最大 9）。スコア関数における説明変数（5%有意）＝性別、世帯収入層。スコア関

数形＝ロジット。サンプルサイズ＝1434。 
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り多く実施し、またそれを継続して実施しているほか、個々の節電行動によるサービス低

下程度、機会費用（手間、面倒さ）が大きくても節電を実施していることが分かった32。 

温暖化に関するこれまでの環境教育は省エネ行動推進の効果を生んでいる可能性があるの

ではないか。また、環境問題や社会問題に対する態度・意識が実際の行動、その変容や継

続、そして電力消費量削減に果たす役割は小さくないのではないか。今後の継続調査が必

要ではあるが、必ずしも「ガマンの節電」が行われているとは言い切れない側面もあるの

ではないか。異なった研究分野の研究者や実務家が連携した、さらなる調査研究が望まれ

る。 

また、調査では、今後原子力発電をどのようにしていくべきかについて、以下の 5 つの選

択肢から回答を得た33：(1) 2050 年においても利用する、(2) 2050 年までに利用をやめる、(3) 

2040 年までに利用をやめる、(4) 2030 年までに利用をやめる、(5) 即時に利用をやめる。こ

れを脱原発意向の強さに関する 5 尺度変数として用いた場合、節電行動（より多くの有効

節電行動数、エアコン使用のピーク時間・曜日回避、家電製品使用のピーク時間・曜日回

避）の実施とは統計的に有意に関係していないことが分かった34。定着状況については、脱

原発意向が強いほど節電が定着しているという関係が得られた。 

したがって、脱原発の意向は多様な関心や信念と結びついて形成されている可能性があり、

単純に省エネルギーの意識高揚につながるものではないのではないかと考えられる。 
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32 多変量解析において 5％有意水準で統計的に相関関係が有意。節電行動に伴うサービス低下の程度、機

会費用については 3 ないし 4 段階で評価して尺度変数化し、分析に用いた。添付資料 5 を参照。 
33 本設問に対して「わからない」という回答選択肢は用意されていない。 
34 多変量解析において 5％有意水準で着目する変数の係数が統計的に有意かどうかを判定。定着状況につ

いても同様。 
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添付資料 

 

１． 調査画面で与えられた各電源の特徴と課題に関する説明 

 

電源 特徴 課題 

従
来
型
電
源 

石炭 石油や天然ガスよりも安く調達も安定

している 

9 割以上は輸入され、地球温暖化の原因

と考えられている二酸化炭素（CO2）の

排出量が化石燃料の中で最も大きい 

天然ガス 石油や石炭に比べれば CO2 排出量は少

ない 

日本が世界の輸入量の約 3 割超を占め

る最大の輸入国であり価格も高い 

石油 非常に使いやすく、日本の電源の 3 割

超を占めている 

約 9 割を中東から輸入しており CO2 排

出量も多い 

原子力 燃料となるウランは特定の国・地域に

頼ることなく安く買うことができ、備

蓄効果が高く、発電時に CO2 を出さな

い 

2011年 3月に福島第一原子力発電所事

故が発生しており、放射能事故のリスク

がある。使用済核燃料や放射性廃棄物の

管理が必要になる 

大型水力 国産で安く、発電時に CO2を出さない これ以上の大規模水力の開発は難しい 

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
源 

太陽光 屋根の上などを利用して個人でも導入

できる。機器のメンテナンスがあまり

必要ない。発電時に CO2を出さない 

大幅なコスト低下が見込まれているが、

今はまだ高価。発電量が天候に左右さ

れ、夜間は発電できない 

風力 再生可能エネルギーの中でコストが低

く、夜間も発電できる。小型風力や洋

上風力などの技術も登場している。発

電時に CO2を出さない 

立地の制約があり、どこにでも設置でき

ない。発電量が天候に左右される 

中小水力 安定的な発電が可能で、技術も成熟し

ている。発電時に CO2を出さない 

一定の水の落差や水量が必要なため、ど

こにでも設置できない 

地熱 火山国の日本では大きな可能性があ

る。安定した発電が可能で、技術も成

熟している。発電時に CO2を出さない 

立地の制約があり、どこにでも設置でき

ない。開発から完成まで通常 10 年以上

かかる 

バイオマス 地域の未利用資源を有効利用できる。

安定して発電できる。CO2 の排出量が

少ない 

原料の利用が他の用途と競合しないよ

うに注意が必要 
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２． 調査画面における家庭用太陽光発電に関する費用回収モデル・補助金説明 

 

「経済産業省によれば、出力 4kW の太陽光発電（現状約 200 万円程度）を設置した標準

的な家庭の場合、太陽光パネルが作った電気を自らの家庭で利用することで、月々の電気

料金は約 7,000 円から約 3,660 円に下がります。また、固定価格買取制度のもとで、発電

した電気の余りを電力会社に売ることで、月平均で 9,000 円程度の売電収入が得られます。 

 
この場合、電気料金の削減分および売電収入をあわせた金額が年あたり約 15 万円になりま

す。導入費用はおよそ 13 年で回収されることになります。 

 
また、現在、国及び自治体の補助金を活用することで導入費用の約 1 割を補助金で賄うこ

とが可能です。」 
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３． 再生可能エネルギーの固定価格買取制度に関する調査画面での説明 

 
「固定価格買取制度とは、再生可能エネルギー（太陽光、風力、中小規模水力、地熱、バ

イオマス（生物資源を含む木くず、下水汚泥、廃棄物など））によって発電された電気を、

電力会社が一定期間、一定価格で買い取ることを国が約束する制度です。具体的には、今

年度は、1kWh あたり太陽光（10kW 以上）42 円（税抜 40 円）（20 年）、風力（20kW

以上）23.1 円（税抜 22 円）（20 年）、地熱（15,000kW 以上）27.3 円（税抜 26 円）（15

年）などと定められています。 

 
買取価格や買取期間については、再生可能エネルギーの種類、設置される形態や規模ごと

に、中立的な第三者による委員会の意見に従って、経済産業大臣が決定し、買取価格や買

取期間は設置コストなどの実態に合ったものになるよう、毎年度見直されます。 

 
電力会社が買いとるためのお金は、電気料金に上乗せされ、全国一律に利用者が負担する

ことになります。今年度は 1kWh あたり 0.22 円（従量制単価のおよそ 1%）が上乗せさ

れます。標準的な家庭（電気使用量 300kwh/月）では 1 か月 66 円程度の負担となります。 

 
今後、再生可能エネルギーによる電気の買取量増加により、利用者の上乗せ料金負担が増

えることが予想され、標準的な家庭で 1 か月 150 円程度の負担と考えられています。」 
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４． 自治体の節電広報状況 

 

 

出所：各市節電キャンペーン担当部署電話インタビュー（2012 年 10 月） 
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５． 節電行動によるサービス低下、機会費用、及び金銭的費用の評価方法 
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